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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
六
条
の
三

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
三
十
六
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
三
十
六
条
の
二
第
一

て
の
第
三
十
六
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
三
十
六
条
の
二
第
一

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（

四

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨

。
）
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が

当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す

当
該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ

る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た

装
置
を
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
働
さ
せ

す
よ
う
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
警
報
設
備
等
）

（
警
報
設
備
等
）

第
十
九
条

事
業
者
は
、
特
定
化
学
設
備
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
を
用
い
た
作
業

第
十
九
条

事
業
者
は
、
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
又
は
特
定
化
学

が
行
わ
れ
る
作
業
場
又
は
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
以
外
の
作
業

設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
以
外
の
作
業
場
で
、
第
三
類
物
質
等
を
合
計
百
リ

場
で
、
第
三
類
物
質
等
を
合
計
百
リ
ツ
ト
ル
（
気
体
で
あ
る
物
に
あ
つ
て
は

ツ
ト
ル
（
気
体
で
あ
る
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
容
積
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
二
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、
そ
の
容
積
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
二
リ
ツ
ト
ル
と
み
な
す
。
次
項
及
び
第
二

リ
ツ
ト
ル
と
み
な
す
。
次
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
取
り
扱
う
も
の
に
は
、
第
三
類
物

以
上
取
り
扱
う
も
の
に
は
、
第
三
類
物
質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
関
係
者

質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
関
係
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の

に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
警
報
用
の
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
備

警
報
用
の
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
設
備
の
改
造
等
の
作
業
）

（
設
備
の
改
造
等
の
作
業
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
第
七
号
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て

４

事
業
者
は
、
第
一
項
第
七
号
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て

は
、
当
該
設
備
の
内
部
に
頭
部
を
入
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め

は
、
当
該
設
備
の
内
部
に
頭
部
を
入
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め

、
作
業
従
事
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
作
業
に
従
事
す
る
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
退
避
等
）

（
退
避
等
）

第
二
十
三
条

事
業
者
は
、
第
三
類
物
質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
健

第
二
十
三
条

事
業
者
は
、
第
三
類
物
質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
健

康
障
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業

康
障
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
作
業
場

従
事
者
を
作
業
場
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
措
置
）

（
立
入
禁
止
措
置
）

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
次
の
作
業
場
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
次
の
作
業
場
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と

方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と

き
は
、
当
該
作
業
場
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な

き
は
、
当
該
作
業
場
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
化
学
設
備
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
を
用
い
た
作
業
が
行
わ
れ
る
作
業

二

特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
又
は
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る

場
又
は
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
以
外
の
作
業
場
で
第
三
類
物

作
業
場
以
外
の
作
業
場
で
第
三
類
物
質
等
を
合
計
百
リ
ッ
ト
ル
以
上
取
り

質
等
を
合
計
百
リ
ッ
ト
ル
以
上
取
り
扱
う
も
の

扱
う
も
の
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（
容
器
等
）

（
容
器
等
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
屋
内
に
お
い
て
、
特
別
有
機
溶
剤
等

５

事
業
者
は
、
特
別
有
機
溶
剤
等
を
屋
内
に
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
そ
の
貯
蔵

を
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
そ
の
貯
蔵
場
所
に
、
次
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な

場
所
に
、
次
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

当
該
屋
内
で
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
う
ち
貯
蔵
に
関
係
す
る

一

当
該
屋
内
で
作
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
貯
蔵
に
関
係
す
る
者
以
外
の

者
以
外
の
者
が
そ
の
貯
蔵
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
防
ぐ
設
備

者
が
そ
の
貯
蔵
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
防
ぐ
設
備

二

（
略
）

二

（
略
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
三
十
六
条
の
三

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
憩
室
）

（
休
憩
室
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
作
業
に
従
事
し
た
作
業
従
事
者
は
、
同
項
の
休
憩
室
に
入
る
前

３

第
一
項
の
作
業
に
従
事
し
た
者
は
、
同
項
の
休
憩
室
に
入
る
前
に
、
作
業

に
、
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

衣
等
に
付
着
し
た
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
三
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
又
は
第
二
類
物
質
を
製
造
し
、

第
三
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
又
は
第
二
類
物
質
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
け
る
作
業
従
事
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て

又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
け
る
作
業
に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に

、
禁
止
す
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を

止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い

当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
従
事
者
は
、
当
該
作
業
場
で
喫
煙
し
、
又

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場
で
喫
煙
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は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
コ
ー
ク
ス
炉
に
係
る
措
置
）

（
コ
ー
ク
ス
炉
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
二

（
略
）

第
三
十
八
条
の
十
二

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

コ
ー
ク
ス
炉
に
石
炭
等
を
送
入
す
る
場
合
に
お
け
る
送
入
口
の
蓋
の
開

一

コ
ー
ク
ス
炉
に
石
炭
等
を
送
入
す
る
場
合
に
お
け
る
送
入
口
の
蓋
の
開

閉
を
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
行
う
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に

閉
を
当
該
請
負
人
が
行
う
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
コ
ー
ク
ス
炉
発
散
物

係
る
作
業
従
事
者
が
コ
ー
ク
ス
炉
発
散
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を
防

に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
隔
離
室
で
の
遠
隔
操
作
に

止
す
る
た
め
、
隔
離
室
で
の
遠
隔
操
作
に
よ
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

よ
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
隔
離
室
を
使
用
さ
せ
る

せ
る
と
と
も
に
、
隔
離
室
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切
に
遠
隔
操
作
に
よ
る
作

等
適
切
に
遠
隔
操
作
に
よ
る
作
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
う

業
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン
等
に
係
る
措
置
）

（
三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
三

（
略
）

第
三
十
八
条
の
十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
が
講
ず
る
前
項
第
二
号
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

４

事
業
者
が
講
ず
る
前
項
第
二
号
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ

二

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ

せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す

せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当

る
間
（
労
働
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
前
号
の
全

該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
前
号
の
全
体
換
気
装
置
を
有
効

体
換
気
装
置
を
有
効
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
所
に
当
該
作
業
に
従

五

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
所
に
当
該
作
業
に
従

事
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
（
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
及
び
作
業
衣
又

事
す
る
者
以
外
の
者
（
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
及
び
作
業
衣
又
は
保
護
衣

は
保
護
衣
を
使
用
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て

を
使
用
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す

り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、

る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
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当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
燻
蒸
作
業
に
係
る
措
置
）

（
燻
蒸
作
業
に
係
る
措
置
）

く
ん

く
ん

第
三
十
八
条
の
十
四

事
業
者
は
、
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て
行
う
燻
蒸
作
業

第
三
十
八
条
の
十
四

事
業
者
は
、
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て
行
う
燻
蒸
作
業

く
ん

く
ん

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
中
の
場
所
に
作
業
従
事
者
が
立

五

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
中
の
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る

く
ん

く
ん

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方

り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇

法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や

所
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
燻
蒸
の
効
果
を
確
認
す
る
場
合
に
お
い

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
燻
蒸
の
効
果
を
確
認
す
る
場
合

く
ん

く
ん

て
、
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は

に
お
い
て
、
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及

ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ

び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼

せ
、
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、

吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視
人
を
置

ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視

い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く

人
を
置
い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者

。
）
を
、
当
該
燻
蒸
中
の
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
除
く
。
）
を
、
当
該
燻
蒸
中
の
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

く
ん

く
ん

。

六

（
略
）

六

（
略
）

七

倉
庫
燻
蒸
作
業
又
は
コ
ン
テ
ナ
ー
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め

七

倉
庫
燻
蒸
作
業
又
は
コ
ン
テ
ナ
ー
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

倉
庫
の
一
部
を
燻
蒸
す
る
と
き
は
、
当
該
倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ

ハ

倉
庫
の
一
部
を
燻
蒸
す
る
と
き
は
、
当
該
倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

て
い
な
い
場
所
に
当
該
倉
庫
内
で
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
う

て
い
な
い
場
所
に
当
該
倉
庫
内
で
作
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
燻
蒸
に

く
ん

ち
燻
蒸
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止

関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

く
ん

す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と

止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当

と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が

該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。
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ニ

倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸
し
た
場
所
に
扉
等
を
開
放
し
た

ニ

倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸
し
た
場
所
に
扉
等
を
開
放
し
た

く
ん

く
ん

後
初
め
て
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
一
部
を
燻
蒸
中
の

後
初
め
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
一
部
を
燻

く
ん

く
ん

倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら

蒸
中
の
倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る

く
ん

く
ん

せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の

者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
倉
庫
若
し
く
は

燻
蒸
し
た
場
所
又
は
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
お
け
る
空

コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸
し
た
場
所
又
は
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

所
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ

ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
係
る
測
定

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

く
ん

く
ん

は
、
当
該
場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

所
に
係
る
測
定
は
、
当
該
場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

九

サ
イ
ロ
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

九

サ
イ
ロ
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す

ハ

臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
ま
で
の
間
、
燻
蒸
し
た
サ
イ
ロ
に
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に

る
ま
で
の
間
、
燻
蒸
し
た
サ
イ
ロ
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る

く
ん

く
ん

つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

た
と
き
は
、
当
該
サ
イ
ロ
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
サ
イ
ロ
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い

表
示
す
る
こ
と
。

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

十

は
し
け
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十

は
し
け
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

投
薬
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
居
住
室
等
に
臭
化
メ
チ
ル
等
が
流
入

ホ

投
薬
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
居
住
室
等
に
臭
化
メ
チ
ル
等
が
流
入

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
目
張
り
が
固
着
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
目
張
り
が
固
着
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
燻
蒸
す
る
場
所
か
ら
作

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
燻
蒸
す
る
場
所
か
ら
作

く
ん

く
ん

業
従
事
者
が
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

業
に
従
事
す
る
者
が
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ヘ

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室

ヘ

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

等
に
天
幕
を
外
し
た
直
後
に
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は

等
に
天
幕
を
外
し
た
直
後
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場

燻
蒸
中
の
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ

合
又
は
燻
蒸
中
の
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業
に
従
事
す
る
者

く
ん

く
ん

る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ

を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空

ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又

気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ

て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
当
該
居
住
室
等
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こ
と
。

の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

十
一

本
船
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
一

本
船
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

燻
蒸
し
た
船
倉
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室

ハ

燻
蒸
し
た
船
倉
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

等
に
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
等
を
外
し
た
後
初
め
て
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら

等
に
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
等
を
外
し
た
後
初
め
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立

せ
る
場
合
又
は
燻
蒸
中
の
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業
従
事
者

ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
燻
蒸
中
の
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業

く
ん

く
ん

を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
倉
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空

に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
倉
又
は
居
住
室

気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

等
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ

ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
労
働
者
に
送
気

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、

マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く
は
防
毒
機
能
を

労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く

有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
と
き
、
又
は

は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ

当
該
測
定
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
送
気
マ
ス
ク
、
空

る
と
き
、
又
は
当
該
測
定
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
送

気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動

気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く
は
防
毒
機
能

フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

る
と
き
の
ほ
か
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
の
ほ
か
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と

。

十
二

第
七
号
ニ
、
第
十
号
ヘ
又
は
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

十
二

第
七
号
ニ
、
第
十
号
ヘ
又
は
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化

当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化

プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
従
事
者
が
立
ち
入

欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ
チ
レ
ン

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ

オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ

チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル

ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
当
該
値
以
下
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な

又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
当
該
値
以
下
と
す
る
こ
と
が
著
し
く

場
合
で
あ
つ
て
当
該
場
所
の
排
気
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
送

困
難
な
場
合
で
あ
つ
て
当
該
場
所
の
排
気
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働

気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す

者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能

る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
従
事
者
（

を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
に

労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、
空

従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔

気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン

離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
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付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視
人

護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視
人
を
置
い
た
と
き

を
置
い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
作

は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
作
業
に
従
事
す
る

業
従
事
者
を
、
当
該
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
を
、
当
該
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

事
業
者
は
、
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て

２

事
業
者
は
、
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
又
は
燻
蒸
中
の

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
又
は
燻
蒸
中
の

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
お
い
て
燻
蒸
作
業
以
外
の
作
業
に
労
働
者
を

場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
お
い
て
燻
蒸
作
業
以
外
の
作
業
に
労
働
者
を

く
ん

く
ん

従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ

ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ

の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る

空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
が
前
項
第
十
二
号
の
表
の

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
が
前
項
第
十
二
号
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え

上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁

て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に

止
す
る
こ
と
。

よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

（
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
に
係
る
措
置
）

（
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
七

事
業
者
は
、
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
四

第
三
十
八
条
の
十
七

事
業
者
は
、
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
四

䢣
ジ
ク
ロ
ロ
䢣
二
䢣
ブ
テ
ン
又
は
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
四

䢣
ジ
ク
ロ
ロ
䢣
二
䢣
ブ
テ
ン
又
は
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
四

䢣
ジ
ク
ロ
ロ
䢣
二
䢣
ブ
テ
ン
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有

䢣
ジ
ク
ロ
ロ
䢣
二
䢣
ブ
テ
ン
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有

す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン

す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン

等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら
試
料
を
採
取

等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら
試
料
を
採
取

し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら

一

一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら

試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
場
所
に
、
一

試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
場
所
に
、
一

・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気

・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
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装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
・

装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
・

三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装

三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装

置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合

置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合

又
は
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又

又
は
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又

は
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
従
事
者
（
労
働
者

は
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
に
従
事
す
る
者
（

を
除
く
。
）
に
対
し
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨

さ
せ
る
等
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

を
周
知
さ
せ
る
等
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と

こ
の
限
り
で
な
い
。
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こ
の
限
り
で
な
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チ
ル
等
に
係
る
措
置
）

（
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
八

事
業
者
は
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
又
は
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
を
そ

第
三
十
八
条
の
十
八

事
業
者
は
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
又
は
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
を
そ

の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ

の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱

の
条
に
お
い
て
「
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱

う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
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な
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硫
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エ
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ル
等
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触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
場
所
に
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硫
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ジ
エ

一

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
場
所
に
、
硫
酸
ジ
エ

チ
ル
等
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ

チ
ル
等
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ

シ
ュ
プ
ル
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換
気
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置
を
設
け
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こ
と
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た
だ
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蒸
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散
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気
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気
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発
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源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ

プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
臨
時
の
作
業
を
行

プ
ル
型
換
気
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置
の
設
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合
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の
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合
に
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換
気
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置
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設
け
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又
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労
働
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に
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吸
用
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う
場
合
に
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い
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全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又
は
労
働
者
に
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
呼

護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に

吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
等
健
康
障
害
を

対
し
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吸
用
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護
具
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る
必
要
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あ
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旨
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健
康

予
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す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
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た
と
き
は
、
こ
の
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り
で
な
い
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